
↓ 個人番号の記載にあたっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

納 税 地

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

下記のとおり、ふるさと納税に係る特定事業者としての指定を受けたいので、所得税法施行規則第47条の２第
３項第１号イ⑵の規定により申請します。□□□□□□□□□□□□□□□□□

地方団体と寄附の仲介に関する契約を締結している法人である。
※地方団体との契約内容が分かる資料をご提示ください。

　□　はい　□　いいえ

令和　　年　　月　　日

指

定

要

件

の

確

認

仲介した寄附について、寄附者及び寄附を特定する番号を付番して管理し、寄
附者ごとに整理した名簿を作成して、当該名簿を５年間保存している。
※寄附を管理するシステムの概要が分かる資料をご提示ください。

寄附金控除に関する証明書について、国税庁が定める記載事項を網羅し、国税
庁が定めるファイル形式（XML形式）で発行する。
※証明書を発行するシステムの概要が分かる資料をご提示ください。

　□　はい　□　いいえ

寄附金控除に関する証明書について、マイナポータルを経由した発行を予定し
ている。

　□　はい　□　いいえ

（ フ リ ガ ナ ）

（ フ リ ガ ナ ）

法 人 番 号

ふるさと納税に係る特定事業者の指定申請書

申

請

者

（ フ リ ガ ナ ）

（〒　　　－　　　　）

法 人 の 名 称

代 表 者 氏 名

国税庁個人課税課長　殿

　□　はい　□　いいえ

仲介した寄附について、実際に地方団体への寄附が行われたかどうかの確認が
できる。
※決済代行事業者との契約内容が分かる資料をご提示ください。

　□　はい　□　いいえ

指

定

の

取

消

次に掲げる事実がある場合には、寄附金控除に関する証明書の発行ができなくなります。
①　上記の指定要件を満たさなくなったことその他寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理する
　ことができないと認められたこと。
②　特定事業者が所在不明であること。
③　特定事業者が事業を廃止したと認められること。
④　特定事業者が合併により消滅したと認められること。
⑤　特定事業者が法人税法又は消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

　法人税法又は消費税法に違反して罰金以上の刑に処せられたことがない。
　（「いいえ」の場合は、次の質問にも答えてください。）

　□　はい　□　いいえ

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過し
ている。

　□　はい　□　いいえ


